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第６章．結婚支援業務に関するトラブルおよび
その対応

プログラム 第３回研修
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結婚ボランティアの皆さんと利用者の方々との間

で起きるトラブルについては、その事例や対応策に

ついてよく知っておく必要があります。

ここでは、結婚支援活動を行う上で基本となるも

のを紹介します。



この章で学ぶ『基本的な３つの問題』

１ 利用者・家族、地域、ペアの問題

利用者からのハラスメント２

利用者へのハラスメント３
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（１）利用者・家族、地域、ペアの問題①

• 利用者自己申告の経歴(年齢や学歴等)に詐称や結婚以外の動機による利
用が発覚した際は、利用者に退会していただくこととなっています
（○○県○○センター・利用規約○条）。

• このようなケースを把握した場合は、すぐにセンターにご連絡ください。

○○さんとお会いしたのですが、
高価な宝石をたくさん私に売ろう
としてきました。

！！！

センターに
相談

利用者の経歴の詐称、結婚以外の動機
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（１）利用者・家族、地域、ペアの問題②

• ボランティアの方の疲労感や諦め感が伝わらない配慮が重要

• 事情を伝え、待つのか次の行動に出るのか、利用者ご本人の判断を促す
ことも必要。

• 連絡が取れない場合や不適切な言動が頻繁に利用者に見られる場合は、
休会や退会を強制的に行えることとなっていますので、センターに相談
してください。

△△さんが、待ち合わせ場所に現れず、その後何度
連絡しても返事が来ないのですが。

△△さんは、センターからの連絡にも最近反応がな
くなってしまったので、残念だけど何か事情があっ
て活動をやめられたのかもしれません。あなたに落
ち度はなかったと思うし、よければまた別の出会い
を移ってみてはどうでしょうか？

利用者に連絡が取れない、会合に遅刻、不適切発言
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（１）利用者・家族、地域、ペアの問題③

• 職場の有給休暇、早退の利用など、隙間時間を探すアドバイス

• 「会う」ことでしか次の進展がないという気持ちを強くもった前向きな
姿勢の追求

• 不安を抱かせない配慮

こんなに都合が合わないということは、先方は私に
興味がないということでは…？

先方もあなたに会いたいといっているので、本当
にうまく都合が合わないだけかと思いますよ。こ
ういうこともよくあります。決めつけないで、
会ってみてから判断しましょう。

お引き合わせペアの都合が合わない
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（１）利用者・家族、地域、ペアの問題④

• 交際終了時に男性からデート費用の請求やその他ペア間で生じた金銭ト
ラブルは、当事者間で解決を図る必要

• トラブル回避のために、事前にデート初期の費用は折半するアドバイス
も効果的

始めてのデート代は、やはり男性の私が全額支払っ
た方が良いですよね？

女性側は、必ずしもそういうことを好まないので、
費用は最初は折半でよいかもしれませんよ。二人で
話し合ってみてください。

デート費用などの金銭トラブル
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（１）利用者・家族、地域、ペアの問題⑤

• 家族が子の結婚に過剰に(受け入れ難いほど)介入する場合や積極的・肯
定的でない場合は、両性の合意をもって結婚が可能となる婚姻に関する
法律的視点に言及したアドバイスも必要です。（第７章参照）

私は○○さんに好意を持っているのですが、母がと
ても○○さんの収入が少ないことを嫌がっていて、
早く別れて次の人を探せというんです。

難しい問題だけど、あなたも働いているんだし、お
相手の収入にこだわる必要はないと思いますよ。女
性が高収入のカップルも珍しくないんだとお母さま
には伝えてみては？最後はあなたが気に入った人と
一緒になることが大事ですし。

家族の過干渉・非協力
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（１）利用者・家族、地域、ペアの問題⑥

今、交際は順調なのですが、もし結婚するとなると、
家業の関係でどうしても相手に、私の家に引っ越し
てもらわないといけなくて…
いつ、その話を切り出したらよいですか？

お互い結婚に向けて真剣交際なので、あまり引き
延ばしてから言うよりも早めに伝えた方が
良いかもしれませんね。

• 慣習や相続制度に関する問題は、交際の早い段階で共有し合う必要性
をアドバイスすることで、相続財産等の諸問題の深刻化を軽減させる。

地域の慣習・相続の問題
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（２）利用者からのハラスメント①

利用者からのハラスメントとクレームが発生した場合

• 地域の実情に合わせた窓口や支援内容を紹介

• ボランティアが一人で抱え込まないようフォローする
体制の明示

独りで解決しようとせずに、状況に応じた相談窓口に相談することで
トラブルの拡大を防ぐことが重要。
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上記について記載をしてください



（２）利用者からのハラスメント②

ストーカーやＤＶ等の緊急な対応を要する相談を受けた場合

• 地域の相談窓口を明記
（特にDVについては、警察以外の窓口や支援体制があり、

まずはそちらに繋ぐことが推奨されていることも多いので、
担当部局と事前に調整して、どの窓口に繋ぐべきか、整理して
おくことが必要です。）

速やかに最寄りの警察に連絡するように伝える。（地域によって、特
にDVについては警察以外の窓口や支援体制がある場合も多いので、
担当部局と事前に良く調整して、どの窓口につなぐべきか、整理して
おくことが必要）
同時にセンターにも報告する。
その他、以下のような相談窓口も活用。

134

上記について記載をしてください



（３）利用者へのハラスメント

こうならないように、気をつけよう！

• 行き過ぎ、やりすぎ
• 押しつけ、無理強い

こちらがそのつもりがなくても、相手にとってハラスメントと
捉えられるケースが多々あります。注意が必要です。

こういう表現に、気をつけよう！

• 片親
• おじさん
• 男なんだから～しないと

※その他、政治や宗教の話に不用意に触れること
※第７章も参照（人権、LGBTQ、夫婦の名字の問題など）

• シングル
• おばさん
• 女なんだから～しないと
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第７章．結婚支援業務に関わるための法的知識等

プログラム 第３回研修
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ここでは、結婚支援を行う上で、結婚に関する法的

な問題について基本的な知識を理解していただきま

す。この知識は、結婚支援活動をする上で、基本と

なるものです。



この章で学ぶ『結婚に関する法的な問題５項目』 138

結婚に関連する基本的な法律について

個人情報保護法の基本

戸籍制度

関連情報

独身証明書

１

2

3

4

5



（１）結婚に関連する基本的な法律について①

◼日本国憲法第24条

日本国憲法24条では「家族生活における個人の尊厳と両性の平等」が明記して
いる。条文は次のとおり。

【１項】婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有する
ことを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

【２項】配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に
関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平
等に立脚して、制定されなければならない。
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結婚詐欺にあった場合や、脅されて無理やり結婚をさせられた場合は、家庭裁判
所に訴えて結婚を取り消すことができます。（第747条）

（１）結婚に関連する基本的な法律について②

◼民法第二章『婚姻』

・18歳になると、夫婦になることが認められます。（第731条）

・婚姻届を提出する際には、結婚する二人の署名とそれを証明する二人の成人の
証人の署名が必要です。証人は口頭でも良いとされています。（第739条）

その他・・・

女性は長らく16歳で
したが、2022年４月
から18歳になってい
ます。
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（２）個人情報保護法の基本①

◼個人情報保護法
個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）は、利用者や消費者が安心でき
るように、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するための
ルールを定めた法律。

◼個人情報とは・・・
生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの
（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別する
ことができることとなるものを含む。）
（例）氏名、生年月日と氏名の組み合わせ、顔写真、個人識別符号
※個人識別符号：その情報だけでも特定の個人を識別できる文字、番号、記号等
として法令で定めがあるもの

（例）免許証番号、マイナンバー

◼要配慮個人情報とは・・・
不当な差別、偏見その他の不利益が生じないように取扱いに配慮を要する
情報として、法律・政令に定められた情報
（例）人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴等
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（２）個人情報保護法の基本②

個人情報に関する守るべき４つの基本ルール

①個人情報の取得・利用 『勝手に使わない！』

②個人情報の保管 『なくさない！漏らさない！』

③個人方法の提供 『勝手に人に渡さない！』

④開示請求等への対応 『お問い合わせに対応！』
（本人からの）

⇒扱い方が気になる・判断に迷う場合は、センターにご相談ください。
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このようなことに、気をつけよう！

• ボランティア同士で利用者について話すとき、
他人に聞こえる声で話をしていた。

• 利用者の情報を家族や友達に話をしていた。

• 個人情報を車などに放置した。

• メールを誤送信した。

• 不要になった個人情報を適切に破棄しなかった。

◼個人情報流出の事例

（２）個人情報保護法の基本③ 143



（３）戸籍制度① 144

戸籍は、人の出生から死亡に至るまでの親族関係を登録公証するもので、
日本国民について編製され、日本国籍をも公証する唯一の制度。
ここでは、近年増加している再婚と養子縁組について説明します。

◼ 再婚

• 近年、結婚するカップルのうち、約４組に１組が再婚者を含む

結婚。



（３）戸籍制度②

◼ 養子縁組

• 結婚するカップルどちらかにこどもがいる場合は、こどもの名
字や戸籍を決める必要がある。

• 一般的に再婚のときは、『普通養子縁組』となるケースが高い。

普通養子縁組
養い親（養親）と養子の双方に制限が少なく、養子が成年の場合は養親と養
子の同意によって成立する。養子が未成年の場合は、「養子縁組許可」を求
める審判を家庭裁判所に申し立てることが必要。家庭裁判所では、こどもの
年齢やこどもが置かれている状況などを総合的に判断し、養子縁組を許可す
るかどうか判断する。普通養子縁組では、養子になっても実父母との親族関
係は残り、戸籍に実親の名前が記載され、養親と養子の続柄は「養子（また
は養女）」と記される。

※特別養子縁組
父母による養子となるこどもの監護が著しく困難又は不適当であること等の事情がある
場合において、子の利益のため特に必要があると家庭裁判所に認められることで成立。
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（３）戸籍制度③

• 養子縁組せず、子を親の戸籍に入れる場合

再婚相手とは親子関係にはならず、名字は同じとなる。

• 養子縁組せず、子を親の戸籍に入れない場合

再婚相手とは親子関係にはならず、こどもの名字は変わらない。
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（４）関連情報①

人権、性的指向・性自認の多様性や多様な家族形態があることに配
慮する。

◼ 人権

• 「すべての人々が生命と自由を確保し、それぞれの幸福を追求
する権利」あるいは「人間が人間らしく生きる権利で、生まれ
ながらに持つ権利」。

• だれにとっても身近で大切なもの、日常の思いやりの心によっ
て守られるもの。
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（４）関連情報②

◼ 人権や個人情報に対する関わり方

• 宗教、思想、信条、病歴、心身の障害の状況などの情報については、
利用者が自発的に話さない限り自ら収集しないこと。

• 障害者、ひとり親、被差別部落出身者、ＬＧＢＴＱ、外国人等が利用者
となることも想定されるが、利用者との対話時には、差別と指摘される
ような言動や、不快感を与える言葉に気を付けること。

このようなことに、気をつけよう！
• 障害者と分かると、応対が横柄、差別的、威圧的になること。逆に、

「大変ですね」「かわいそうね」などと不必要に言うこと。

• ひとり親の方に対して「片親」「シングル」などの言葉を使用すること。

• 利用者の出身地や家柄を調べたり、聞いたりすること。

• 外国人というだけの理由で、結婚支援に関し不合理な扱いをすること。
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（４）関連情報③

『結婚問題で周囲の反対を受けること』は障害者にとって人権問題の上位

149

内閣府『令和4年度 人権擁護に関する世論調査』「図10 障害者に関する人権問題」

＜障害者に関する人権問題＞



（４）関連情報④

『『結婚問題で周囲の反対を受けること』は、
部落差別の問題として最も高い結果に

150

内閣府『令和4年度 人権擁護に関する世論調査』「図12 部落差別・同和問題に関する人権問題」

＜部落差別等の同和問題に関する人権問題＞



（４）関連情報⑤

外国人の風習や習慣等の違いを理解および許容することが大事

＜外国人に関する人権問題＞

151

内閣府『令和4年度 人権擁護に関する世論調査』「図16 外国人に関する人権問題」



（４）関連情報⑥

◼ ＬＧＢＴＱ
ＬＧＢＴＱとは次の言葉の頭文字をとって組み合わせた言葉で、性的少
数者 (セクシャルマイノリティ) を表す言葉の一つとして、使われる。

• 性的指向とは、どのような性別の人を好きになるか、ということ。
• 性自認とは、自分の性をどのように認識しているのか、ということ。
「心の性」と言われることもある。多くの人は「身体の性」と「心の
性」が一致しているが、「身体の性」と「心の性」が一致せず、自身の
身体に違和感を持つ人たちもいる。

• なお、Ｑとはクエスチョニングまたはクィアのことを指す。
• また、こうしたＬＧＢＴＱの枠に当てはまらない人もいる。

Ｌ

Ｇ

Ｂ

Ｔ

Lesbian 女性の同性愛者（心の性が女性で恋愛対象も女性）

Gay 男性の同性愛者（心の性が男性で恋愛対象も男性）

Bisexual 両性愛者（恋愛対象が女性にも男性にも向いている）

Transgender 「身体の性」と「心の性」が一致しないため「身体の性」に違和
感を持つ人。

性的指向

性自認

152

Q Questioning 自身の性のあり方について特定の枠に属さない人、分からない人、決
めていない等の人

Queer 規範的とされる性のあり方以外を包括的に表す言葉



（４）関連情報⑦

このようなことに、気をつけよう！

• 「ホモ」「オカマ」「男らしくない」「女らしくない」などとからかう
• 「どこかおかしいのでは」「問題があるのでは」「気持ち悪い」などと
うわさ話をする

• 本人の了承なく、その人の性的指向や性自認について暴露する
(アウティング)

• 利用者および利用者の家族や友人がＬＧＢＴＱであるかもしれな
いとの認識のもとで下記のような発言・行動をとらないように注
意する。
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（４）関連情報⑧

◼ 「名字」について

• 現在の民法のもとでは、結婚に際して、夫婦ともに男性又は女性のいず
れかの氏（名字）を名乗ることになっている。

• 女性の社会進出等に伴い、結婚後も旧姓を名乗る「旧姓使用」が広がっ
ている。

• また、旧姓使用してもなお残る職業生活上の不便・不利益、アイデン
ティティの喪失など様々な不便・不利益が指摘されてきたことなどを背
景に、近年、選択的夫婦別氏制度の導入を求める意見がある。

• 夫婦の名前については、様々な考え方があるので、「夫婦になったら名
字を一つにするのが当たり前」や逆に「早く選択的夫婦別姓を導入すべ
き」というような発言も、慎むようにする。
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（５）独身証明書①

◼独身証明書とは・・・

「氏名」「生年月日」「本籍地」が記載され、民法第732条（重婚の禁止）の
規定に抵触しないことを証明するもの。
独身証明書は、本籍地の市区町村役場で作成し発行している。

◼独身証明書を確認する意義

結婚支援を行うにあたり、独身であることは重要な情報であり、

公的に実施する事業においては、一律に求める必要がある。

ただし、単に出会いの場の提供する程度の場合は、本人同士で身元や資格を確認し
あうことでも構わない。

Check！
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（５）独身証明書②

『理想なパートナーが見つけられる』イメージを醸成するツール！

20歳～49歳の独身者のうち、

結婚相手紹介サービス・結

婚相談所（独身証明あり）

を現在利用中の方は、婚活

サイト・婚活アプリ（独身

証明なし）を利用中の方と

比較して、「自分の理想の

相手を見つけられる」「十

分な会員数がいる」「担当

者の対応が親切」などの項

目が特に強くイメージされ

ている。

　　　　　　　　　　　　　　独身証明の有無によるサービスイメージの比較

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（現在利用している/20-49歳）

自分の理想に合う相手を見つけられる

自分の理想に合う会員がいない

十分な数の会員数がいる

会員数が少ない

誰でも気軽に利用できる

自分で結婚相手を見つけられない人が利用して
いる

担当者の対応が親切である

担当者が不親切である

サービスに見合った料金である

サービスの内容よりも割高な料金である

サービスを利用すると恋愛や結婚に関する考え
方が変わる

サービスを利用しても恋愛や結婚に関する考え
方は変わらない

個人情報の保護が充分になされている

個人情報の保護が不充分である

簡単に退会できる

簡単に退会できない
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14.7%

24.7%

11.0%
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9.2%
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18.5%

12.4%

13.1%

5.7%

28.2%

21.1%

7.0%
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14.1%
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4.4%

7.0%

2.7%

8.7%

2.7%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

独身証明あり(n=791) 独身証明なし(n=298)

（複数回答）
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（５）独身証明書③

◼独身証明書の請求方法

独身証明書の窓口での請求は、忙しくて取りに行けない、利用者にとって羞恥心
等の問題がある。地域によっては窓口以外でも郵送や電子申請ができる場合は、手
続きの迅速化にもつながるため利用者にも案内する。
自地域については、以下の申請方法が可能である。

自地域申請方法について利用者に案内できるよう資料を編集してください。
窓口のみの場合は当該スライドを削除願います。

各都道府県（市町村）のもの
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